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 次のとおり制限付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の６第１項及びみよし市契約規則（昭和４２年規則第１号）第５条の規定に基づき公告します。 

 

令和８年１月８日 

みよし市長 小 山   祐 

 

記 

１ 競争入札に付する物品 

 (1) 案件番号          第 934号 

(2) 売払い物品名        さんさんバス車両売払い 

(3)  引渡期限          令和８年３月６日 

(4) 履行期間          令和８年３月２７日 

(5) 引渡場所       みよし市役所 

(6) 売払い物品の概要      さんさんバス車両２台      

(7) 仕様の詳細         「売払い仕様書」のとおり 

 (8) その他の条件        「売払い仕様書」「物品売払い契約書（案）」のとおり 

 
２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

当該物品売払いの入札に参加することができる者は、次に掲げる項目のいずれにも該当する者とし

ます。 

(1) 入札参加申込時点で、令和６・７年度みよし市競争入札参加資格者名簿に下記に示す営業種目に

おいて登録されている者であること。 

【営業種目】大分類「物品の買受け」 

 中分類「不用品買受」 

 小分類「自動車」 

(2) 公告の日から落札決定までの間に、みよし市入札参加停止等措置要領に基づく措置を受けていな

い者であること。 

(3) 公告の日から落札決定までの間に、「みよし市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合

意書」に基づく排除措置を受けていない者であること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者でない

こと。 

(5) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により一般競争入札の参加を停止された場合は、

その停止の期間を経過していること。 

(6) 国税、愛知県税及びみよし市税のうち、市が指定するものについて未納のない者であること。 

(7) 会社更生法（平成１１年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でない

こと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手

続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、

更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

 

３ 入札参加申込及び参加資格の確認等 

(1) 入札参加を希望される方は、①一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）を４(1)に示

す申込書の提出期限までに提出してください。申込書を期限までに提出しない場合は、入札に参加

することができないものとします。 

(2) 入札参加資格の確認は申込書の提出期限の日に行い、資格がない場合のみ令和８年１月 26日（月）

までに通知します。 

 

４ 申込書の提出 

申込書の提出は、次により行います。なお、提出された申込書は返却しません。 

(1) 期  限 令和８年１月 23日（金）正午まで  

(2) 場  所 みよし市三好町小坂５０番地 

みよし市役所 総務部総務課（みよし市役所５階） 

電話 0561-32-8006（直通） 

ＦＡＸ 0561-32-2165 

Ｅメールアドレス keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 
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(3) 方  法 電子メール、郵送又は直接ご持参ください。なお、電子メール又は郵送により提出す

る場合は電話連絡のうえ提出してください。上記期限までに必着とします。 

 

５ 売払い物品に関する質問 

  設計図書等に対する質問は、次により行います。 

(1) 質問の受付期間 令和８年１月 21日（水）正午まで 

(2) 質問の提出方法 ②質疑書により、下記（３）に電子メール又は直接ご持参ください。なお、電

子メールにより提出する場合は電話連絡のうえ提出してください。 

(3) 質問の提出場所 みよし市役所 総務部総務課（みよし市役所庁舎５階） 

〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂５０番地 

電話 0561-32-8006（直通） 

ＦＡＸ 0561-32-2165 

Ｅメールアドレス keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

(4) 回     答 令和８年１月 23 日（金）以降に、申込書提出者の全てに電子メールにより回

答します。 

 

６ 下見 

  車両の詳しい状況の確認のため、車両の下見対応をすることができます。 

(1) 期  限  令和８年１月 22日（木）午後５時まで 

(2) 場  所  愛知つばめ交通株式会社 和合営業所（愛知郡東郷町大字和合字前田 143） 

(3) 予約方法  事前に企画政策課（0561-32-8005）へ連絡をし、日程について調整すること。 

 

７ 契約条項を示す場所 

みよし市役所 総務部総務課（市役所５階）において縦覧できます。 

 

８ 入札執行の日時及び場所等 

(1) 日  時  令和８年１月 29日（木）午前 11時から 

(2) 場  所  みよし市役所４階 ４０１会議室 

 

９ 入札の方法 

(1) 入札は、みよし市入札者心得書（以下「心得書」という。）により行います。 

(2) 代理人は、委任状（心得書参考様式２）の提出が必要です。 

(3) 郵送又は電送による入札は認めません。 

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約価格とするので、入

札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額から消費税相当額を減じた金額を入札書に記載してください。※（入札記載金額

は消費税及び地方消費税を除いた額で記入してください。） 

(5) 別添「積算表」を、入札書とともに必ず提出してください。 

(6) 電子契約を希望される場合は、「電子契約利用申出書」に必要事項を記入し、入札時に提出して

ください。 

(7) 本入札は、入札書を封筒に入れて入札する必要はありません。（封筒不要） 

(8) 入札執行回数は、初度入札を含め３回を限度とします。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

みよし市契約規則第１１条の規定により免除します。 

(2) 契約保証金 

当該入札において落札した者は、契約に当たって、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納めなければなりません。ただし、銀行等（出資の受入れ、預かり金及び金利等の取扱いに関す

る法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関）若しくは保証事業会社（公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４号に規定する保証事業

会社）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券に

よる保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、又はみよし市契約規則第３１条によ

る場合は契約保証金の納付を免除します。 
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11 落札者の決定方法 

契約規則第１３条に規定する予定価格の制限以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

 

12 契約締結日 

令和８年２月５日（木） 

 

13 入札の無効 

(1) 本公告に示した競争入札において、必要な資格のない者、虚偽の申請を行った者及び入札時点に

おいて「２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格のない者のした入札は、

無効となります。 

(2) 心得書第１８条の規定に該当する入札は、無効となります。 

 

14 その他 

(1) 競争入札は、心得書に準じて執行するので、心得書を熟読し遵守してください。 

(2) 上記に定めるもののほか、必要な事項は、地方自治法施行令及びみよし市契約規則の定めによる

こととします。 


